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(57)【要約】
【課題】良好なねじ部（鋼管外面のねじ形状が規定のＪ
ＩＳ形状であり、かつ鋼管内面の凹凸量が小さい）を備
えた内面樹脂ライニング薄肉鋼管およびその製造方法を
提供する。
【解決手段】ＪＩＳ　Ｇ　３４５２の配管用炭素鋼管に
対して、外径が同じで、厚さが１００％未満７８％以上
であり、鋼管内面に樹脂ライニングを有し、鋼管端部に
、鋼管外面にＪＩＳ　Ｂ　０２０２またはＪＩＳ　Ｂ　
０２０３に基づくねじを有するねじ部を備え、前記ねじ
部における鋼管内面の凹凸量が最大高さＲｚで２００．
０μｍ以下であることを特徴とする内面樹脂ライニング
薄肉鋼管。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管に対して、外径が同じで、厚さが１
００％未満７８％以上であり、
　鋼管内面に樹脂ライニングを有し、
　鋼管端部に、鋼管外面にＪＩＳ　Ｂ　０２０２またはＪＩＳ　Ｂ　０２０３に基づく形
状のねじを有するねじ部を備え、
　前記ねじ部の鋼管内面の凹凸量が最大高さＲｚで２００．０μｍ以下であることを特徴
とする内面樹脂ライニング薄肉鋼管。
【請求項２】
　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管に対して、外径が同じで、厚さが８
７．５％未満７８％以上であることを特徴とする請求項１に記載の内面樹脂ライニング薄
肉鋼管。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の内面樹脂ライニング薄肉鋼管を製造する方法であって、
　薄肉鋼管を製造する薄肉鋼管製造工程と、
　前記薄肉鋼管の内面に樹脂ライニングを形成する内面樹脂ライニング工程と、
　内面に樹脂ライニングを有する薄肉鋼管の鋼管端部外面にねじを形成するねじ形成工程
とを備えることを特徴とする内面樹脂ライニング薄肉鋼管の製造方法。
【請求項４】
　前記ねじ形成工程は、転造によってねじを形成する転造ねじ形成工程であり、
　前記ねじ形成工程において、下記の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のうちの少なくとも１つを
行うことを特徴とする請求項３に記載の内面樹脂ライニング薄肉鋼管の製造方法。
　　（Ａ）歩み転造を用い、摩擦係数が０．０８以下である潤滑剤を使用する。
　　（Ｂ）歩み転造を用い、転造工具の回転速度を７０ｒｐｍ以下にする。
　　（Ｃ）寄せ転造を用いる。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に水道用配管に用いられる内面樹脂ライニング薄肉鋼管およびその製造方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上水道などの水道用鋼管には、ＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管（以
下、「ＪＩＳ規定の鋼管」ともいう）が用いられる。その配管用炭素鋼管の管端部には、
管外面にねじ（雄ねじ）が形成されたねじ部が設けられ、内面にねじ（雌ねじ）が形成さ
れた管継手を介して、隣接する配管用炭素鋼管と接合される。ねじには、ＪＩＳ　Ｂ　０
２０２の管用平行ねじ（以下、「ＪＩＳ規定の平行ねじ」ともいう）、あるいは、ＪＩＳ
　Ｂ　０２０３の管用テーパねじ（以下、「ＪＩＳ規定のテーパねじ」ともいう）が用い
られる（以下、両者を合わせて、「ＪＩＳ規定のねじ」ともいう）。
【０００３】
　このようなＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管に対して、外径は同じで
あるが、厚さ（肉厚）を薄くした鋼管（薄肉鋼管）が軽量化鋼管として提案されるように
なってきた。
【０００４】
　その際、鋼管外面にねじ（雄ねじ）を形成するには、鋼管をチェザーという刃で切削加
工してねじ山を形成する切削ねじが長年主流であったが、ねじ部での鋼管肉厚の減少が不
可避であり、特に、薄肉鋼管に適用した場合には、ねじ谷底部の肉厚が極めて薄くなり、
切削加工が困難になったり、ねじ接合部の強度が低下して、耐震性が著しく低下してしま
ったりするという問題があった。
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【０００５】
　これに対して、近年、転造ローラーという外面にねじ山が形成されたローラー（転造工
具）を鋼管に押し当てて、塑性加工によりねじ山を形成する転造ねじが普及しつつある。
転造ねじは、切削ねじと異なり、ねじ谷底部の鋼管の厚さが確保されるので、ねじ接合部
の強度が高くなり、薄肉鋼管に適用した場合でも、十分な耐震性を有することができると
いう利点がある。
【０００６】
　上記のような転造ねじを形成する方法には、図１（ａ）に示すように、鋼管を回転させ
ながら、鋼管の端から徐々に転造ローラー（転造工具、たとえば５個）の間に送りこんで
いく、いわゆる「歩み転造」と、図１（ｂ）に示すように、鋼管に対して、通常３個の回
転する転造ローラー（転造工具）をそれぞれ同時に寄せていく、いわゆる「寄せ転造」と
がある。
【０００７】
　このような転造ねじに関して、特許文献１には、ＪＩＳ　Ｂ　０２０２に規定された厚
さに対して、厚さを７０％～５０％に薄くした薄肉鋼管に中子を挿入して、規定のねじ山
形状を得る方法が開示されている。薄肉鋼管の場合、歩み転造では、ＪＩＳ　Ｂ　０２０
２やＪＩＳ　Ｂ　０２０３に規定された形状にねじ山が盛り上がらず、ねじ山不良を招く
が、この問題は、特許文献１によれば、中子を挿入することで解決できるとしている。
【０００８】
　一方、鋼管内面の腐食防止のために、配管用炭素鋼管の内面に樹脂ライニング（例えば
、ポリエチレン粉体やポリオレフィン粉体等のライニング）が施された内面樹脂ライニン
グ鋼管が広く使用されている（例えば、特許文献２、３参照）。
【０００９】
　このような内面樹脂ライニング鋼管でも、軽量化のために、ＪＩＳ　Ｇ　３４５２の規
定よりも薄肉化した薄肉鋼管（内面樹脂ライニング薄肉鋼管）が求められるようになって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第３４８３８４５号公報
【特許文献２】特許第５９２８３２８号公報
【特許文献３】特許第５３５３２９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述したような、ＪＩＳ規定の鋼管よりも薄肉化した内面樹脂ライニン
グ薄肉鋼管を製造しようとした場合、以下のような問題が発生する。
【００１２】
　まず、薄肉鋼管の鋼管端部外面にＪＩＳ規定のねじを転造加工によって形成する場合、
鋼管の厚さが薄くなるにつれて、鋼管の剛性が低くなるため、転造工具を鋼管外面に押し
当てた際に、鋼管がつぶれたり、転造工具の押し込みと同方向の変形が大きくなり、転造
工具に対する反力が低下したりする。その結果、ねじ山の形成のために転造工具外周に設
けられた凹部への材料の変形・充満（塑性流動）が小さくなって、規定のねじ山形状が形
成できないという問題がある。規定のねじ山形状が形成できないと、管内を通過する流体
が継手部から漏れたり、継手耐震強度が低下することになる。
【００１３】
　この問題に対して、内面樹脂ライニング薄肉鋼管の場合は、前述した特許文献１のよう
に、鋼管端部に中子を挿入して、規定のねじ山形状を得る方法は適用することができない
。中子を挿入した場合、少なくとも鋼管内面が中子と高い面圧で接触し、場合によっては
回転摺動することによって、鋼管内面の樹脂ライニングが損傷・剥離して、耐食性が大き
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く低下してしまうからである。仮に、上記のような鋼管内面の樹脂ライニングの損傷・剥
離を許容して、転造ねじの形成後に鋼管内面を補修しようとしても、樹脂ライニング（例
えば、ポリエチレン）自体の表面エネルギが低いため、補修材が付着ないし固着しにくく
、補修できないか、または補修材がはがれてしまい、補修の効果が得られないため、耐食
性を発揮することが困難になる。
【００１４】
　さらに、薄肉鋼管の転造ねじの形成で顕著になる問題として、図２に示すように、転造
加工後のねじ部の鋼管内面に、鋼管外面の螺旋状のねじ山と同じ位相で凹凸が発生するこ
とが起きることがあげられる。
【００１５】
　このような鋼管内面の凹凸が大きくなると、鋼管内面の樹脂ライニングがその凹凸変形
に追随できず、部分的に剥離してしまい、結果的に耐食性が低下してしまうので、内面樹
脂ライニング薄肉鋼管と言えなくなる。この現象は、薄肉鋼管の厚さがＪＩＳ　Ｂ　０２
０２に規定された厚さの８７．５％未満になると、一段と生じ易くなる。
【００１６】
　また、鋼管内面の樹脂ライニングが剥離しない場合でも、上記のような鋼管内面の凹凸
があると、鋼管と管継手との接合部に止水の目的で設けるＯリングが、鋼管内面の凹凸に
よって変形し、密封が不完全となって、継手部の耐食性を低下させる。図３に、典型的な
ポリエチレン粉体ライニング鋼管の継手部断面を示すが、図３に示すＯリングの場合、仮
にねじ部内面に凹凸があることを想定すれば、Ｏリングは確実にその影響を受ける。鋼管
の外面に形成されたらせん状のねじ山と同位相に形成された管内面の凹凸が大きい場合、
Ｏリングは、少なくとも一つの突起を乗り越えることになり、止水効果が低下することは
容易に推察される。
【００１７】
　したがって、鋼管内面の樹脂ライニングが剥離せず、かつＯリングの止水機能を損なう
ことがない程度に、ねじ部の鋼管内面の凹凸量を小さくすることが必要になる。
【００１８】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、良好なねじ部（鋼管外面の
ねじ形状がＪＩＳ規定の形状であり、かつ鋼管内面の凹凸量が小さい）を備えた内面樹脂
ライニング薄肉鋼管およびその製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために、以下のような検討を行った。
【００２０】
　まず、ＪＩＳ規定の鋼管よりも薄肉化した場合に、特許文献１のような中子を用いるこ
となく、鋼管端部外面にＪＩＳ規定の形状のねじを、転造によって形成できる鋼管の厚さ
の範囲を検討した。
【００２１】
　次に、その厚さ範囲を前提にして、ねじ部における鋼管内面の凹凸量について、鋼管内
面の樹脂ライニングが剥離せず、かつＯリングの止水機能を損なうことがない範囲を見定
め、その範囲内に鋼管内面の凹凸量を抑える方法について検討した。
【００２２】
　本発明は、そのような検討によって得られた知見（詳細は、後述の［発明を実施するた
めの形態］の欄において述べる）に基づいており、以下のような特徴を有している。
【００２３】
　［１］ＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管に対して、外径が同じで、厚
さが１００％未満７８％以上であり、鋼管内面に樹脂ライニングを有し、鋼管端部に、鋼
管外面にＪＩＳ　Ｂ　０２０２またはＪＩＳ　Ｂ　０２０３に基づく形状のねじを有する
ねじ部を備え、前記ねじ部の鋼管内面の凹凸量が最大高さＲｚで２００．０μｍ以下であ
ることを特徴とする内面樹脂ライニング薄肉鋼管。
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【００２４】
　［２］ＪＩＳ　Ｇ　３４５２に規定された配管用炭素鋼管に対して、外径が同じで、厚
さが８７．５％未満７８％以上であることを特徴とする前記［１］に記載の内面樹脂ライ
ニング薄肉鋼管。
【００２５】
　［３］前記［１］または［２］に記載の内面樹脂ライニング薄肉鋼管を製造する方法で
あって、薄肉鋼管を製造する薄肉鋼管製造工程と、前記薄肉鋼管の内面に樹脂ライニング
を形成する内面樹脂ライニング工程と、内面に樹脂ライニングを有する薄肉鋼管の鋼管端
部外面にねじを形成するねじ形成工程とを備えることを特徴とする内面樹脂ライニング薄
肉鋼管の製造方法。
【００２６】
　［４］前記ねじ形成工程は、転造によってねじを形成する転造ねじ形成工程であり、前
記ねじ形成工程において、下記の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のうちの少なくとも１つを行う
ことを特徴とする前記［３］に記載の内面樹脂ライニング薄肉鋼管の製造方法。
　　（Ａ）歩み転造を用い、摩擦係数が０．０８以下である潤滑剤を使用する。
　　（Ｂ）歩み転造を用い、転造工具の回転速度を７０ｒｐｍ以下にする。
　　（Ｃ）寄せ転造を用いる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、良好なねじ部（鋼管外面のねじ形状がＪＩＳ規定の形状であり、かつ
鋼管内面の凹凸量が小さい）を備えた内面樹脂ライニング薄肉鋼管を得ることができる。
【００２８】
　その結果、従来の内面樹脂ライニング鋼管と比べて、同等の継手耐震強度を有しながら
、鋼管の重量を低減することが可能となり、配管の作業性や施工性を改善することができ
る。さらに、構造物への付加的な荷重を軽減することで、構造物全体の耐震強度にも余裕
を与えることが可能となる。また、ねじ部の加工においては、中子の利用を省略すること
が可能となり、ねじ加工設備のトータルコスト削減や加工時間短縮による生産能率向上を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】歩み転造と寄せ転造を示す図である。
【図２】ねじ部の鋼管内面の凹凸を示す図である。
【図３】鋼管と管継手との接合部を示す図である。
【図４】転造ねじ形状に及ぼす肉厚の影響を示す図である。
【図５】ねじ部の内面凹凸量に及ぼす潤滑剤（摩擦係数）の影響を示す図である。
【図６】ねじ部の内面凹凸量に及ぼす転造工具の回転速度の影響を示す図である。
【図７】ねじ部の内面凹凸量に及ぼす転造加工方法の影響を示す図である。
【図８】ねじ部の内面凹凸量に及ぼす転造加工方法の影響を示す図である。
【図９】歩み転造での応力状態を示す図である（有限要素法解析）。
【図１０】寄せ転造での応力状態を示す図である（有限要素法解析）。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　前述したように、ここでは、本発明を想到した経過を中心にして述べる。
【００３１】
　なお、本発明では、ＪＩＳ規定の鋼管（配管用炭素鋼管）を基準にして、その薄肉化を
図ったわけであるが、以下では、ＪＩＳ規定の鋼管のうち、呼び径２５Ａ（外径３４ｍｍ
、肉厚３．２ｍｍ）の鋼管を基準にして、その薄肉化を検討した場合を代表例として述べ
る。
【００３２】
　ちなみに、本発明においては、ＪＩＳ規定の鋼管の厚さは、ＪＩＳ　Ｇ　３４５２：２
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０１４の表４における「厚さ」のことであり、その際の「厚さの許容差」については（＋
０％、－１２．５％）と見なしている。
【００３３】
　まず、ＪＩＳ規定の鋼管よりも薄肉化した場合に、特許文献１のような中子を用いるこ
となく、鋼管端部外面にＪＩＳ規定のねじを転造によって形成できる鋼管の厚さの範囲を
検討した。
【００３４】
　具体的には、呼び径２５Ａ（外径３４ｍｍ、肉厚３．２ｍｍ）の鋼管を基準鋼管とし、
外径は基準鋼管と同じ３４ｍｍにして、基準鋼管の厚さｔｓ（３．２ｍｍ）に対して厚さ
ｔを薄くした（すなわち、厚さの比ｔ／ｔｓを小さくした）。ねじはＪＩＳ規定のテーパ
ねじとし、装置が小型で済む歩み転造でねじの形成を行った。潤滑剤は切削油を用い、転
造工具の回転速度は８８ｒｐｍとした。なお、中子は用いなかった。
【００３５】
　図４に、厚さの比を小さくした場合のねじ部断面形状の一例を示す。図４（ａ）は厚さ
の比１００％（ｔ／ｔｓ＝１．０）、図４（ｂ）は厚さの比７８％（ｔ／ｔｓ＝０．７８
）、図４（ｃ）は厚さの比６６％（ｔ／ｔｓ＝０．６６）である。
【００３６】
　図４に示すように、厚さの比７８％（ｔ／ｔｓ＝０．７８）の場合は、厚さの比１００
％（ｔ／ｔｓ＝１．０）と同じように、ＪＩＳ規定のねじが形成されている。これに対し
て、厚さの比６６％（ｔ／ｔｓ＝０．６６）の場合は、ＪＩＳ規定のねじが形成できてい
ない。
【００３７】
　この結果等から、ＪＩＳ規定の鋼管の厚さに比べて１００％未満７８％以上の厚さであ
れば、特許文献１のような中子を用いることなく、鋼管端部外面にＪＩＳ規定のねじを転
造によって形成できると判断した。
【００３８】
　次に、その厚さ範囲（ＪＩＳ規定の鋼管の厚さに比べて１００％未満７８％以上の厚さ
）を前提にして、ねじ部の鋼管内面の凹凸量について、鋼管内面の樹脂ライニングが剥離
せず、かつＯリングの止水機能を損なうことがない範囲を検討した。なお、鋼管内面の凹
凸量は、ねじ部全体を基準長さにして、最大高さＲｚ（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１：２００１
）で評価した。
【００３９】
　その結果、ねじ部の鋼管内面の凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下であれば、鋼管内面の
樹脂ライニングが剥離せず、かつＯリングの止水機能を損なうことがないと判断された（
詳細は後述する）。
【００４０】
　そこで、ねじ部の鋼管内面の凹凸量Ｒｚを２００．０μｍ以下に抑える方法について検
討した。
【００４１】
　その際、薄肉鋼管として、上述した基準鋼管（呼び径２５Ａ（外径３４ｍｍ、厚さ３．
２ｍｍ））に対する厚さの比が７８％の鋼管（外径３４ｍｍ、厚さ２．５ｍｍ）を用いた
。ねじはＪＩＳ規定のテーパねじとし、歩み転造でねじの形成を行った。
【００４２】
　その結果、基本的には、鋼管外面にＪＩＳ規定のねじ山形状を形成するのに必要な量を
超えた材料の塑性流動、すなわち、転造工具側への過剰な材料の充満・流れ込みを抑制す
ることがポイントであるとわかった。
【００４３】
　図５に、使用する潤滑剤と、ねじ部内面の凹凸形状の関係の一例を示す。図５（ａ）は
切削油（摩擦係数０．１～０．３）を使用した場合、図５（ｂ）は固形潤滑剤（摩擦係数
０．０４～０．０６）を使用した場合である。なお、転造工具の回転速度は５０５ｒｐｍ



(7) JP 2019-90517 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

とした。
【００４４】
　図５に示すように、切削油（摩擦係数０．１～０．３）を使用した場合に比べて、固形
潤滑剤（摩擦係数０．０４～０．０６）を使用した場合は、鋼管内面の凹凸量Ｒｚが３０
０．０μｍから１２０．０μｍに軽減していることがわかる。
【００４５】
　この鋼管内面の凹凸量の軽減によって、初期内径約２９．０ｍｍ（初期内半径約１４．
５ｍｍ）の鋼管の凹部と凸部の変形量差、すなわち鋼管の内周長変化による歪の差分Δ０
．１８ｍｍ／１４．５ｍｍ＝０．０１２と１．２％の歪差を軽減できた。一般に、樹脂に
対する１％の歪差は十分大きいことから、鋼管内面の凹凸部での局所的な１．２％の歪差
低減は、鋼管内面ライニングの剥離防止に非常に効果的と言える。
【００４６】
　同様に、Ｏリングの変形量に関し、線径３．５ｍｍのＯリングの場合、機能発揮のため
のつぶし代は０．４６±０．１４ｍｍであり、図３に示したＯリングに対し、鋼管内面の
凹凸量Ｒｚが３００．０μｍある場合、つぶし代の許容偏差を超える径差があることは、
止水効果を発揮しない懸念があることがわかる。一方、摩擦を低減した場合、つぶし代の
許容範囲内にあることがいえる。
【００４７】
　この結果等から、摩擦係数が０．０８以下である潤滑剤を使用することによって、転造
工具側への過剰な材料の充満・流れ込みを抑制して（すなわち、ねじ部外面が盛り上がる
傾向を緩和して）、鋼管内面の凹凸量Ｒｚを２００．０μｍ以下にすることができ、内面
樹脂ライニング鋼管の被覆機能やＯリング機能に特に不具合なく、ねじ転造成形を行うこ
とができると判断された。ただし、転造工具のスリップ等を考えて、潤滑剤の摩擦係数は
０．０３以上であることが好ましい。
【００４８】
　図６に、転造工具の回転速度と、ねじ部内面の凹凸形状の関係の一例を示す。図６（ａ
）は転造工具の回転速度を５０５ｒｐｍとした場合、図６（ｂ）は転造工具の回転速度を
８８ｒｐｍとした場合である。なお、潤滑剤は切削油を使用した。
【００４９】
　図６に示すように、転造工具の回転速度を５０５ｒｐｍにした場合に比べて、転造工具
の回転速度を８８ｒｐｍにした場合は、鋼管内面の凹凸量Ｒｚが３４０．０μｍから２３
０．０μｍに軽減していることがわかる。
【００５０】
　この結果等から、転造工具の回転速度を７０ｒｐｍ以下にすることによって、転造工具
側への過剰な材料の充満・流れ込みを抑制して、鋼管内面の凹凸量Ｒｚを２００．０μｍ
以下にすることができ、内面樹脂ライニング鋼管の被覆機能やＯリング機能に特に不具合
なく、ねじ転造成形を行うことができると判断された。ただし、生産性を考えると、転造
工具の回転速度４０ｒｐｍ以上にすることが好ましい。
【００５１】
　図７、図８に、転造加工方法と、転造加工後の鋼管の外観（内面の凹凸状態）およびね
じ部内面の凹凸形状の関係の一例を示す。図７（ａ）と図８（ａ）は歩み転造によってね
じ形成を行った場合であり、図７（ｂ）と図８（ｂ）は寄せ転造によってねじ形成を行っ
た場合である。なお、潤滑剤は切削油を用い、転造工具の回転速度は、歩み転造の場合８
８ｒｐｍ、寄せ転造の場合２００ｒｐｍとした。ちなみに、図７（ａ）と図８（ａ）の歩
み転造は、前述した図６（ｂ）と同じ条件である。
【００５２】
　図７（ａ）と図８（ａ）に示すように、歩み転造によってねじ形成を行った場合は、鋼
管内面に凹凸が発生した（凹凸量Ｒｚ＝２３０．０μｍ）。これに対して、図７（ｂ）と
図８（ｂ）に示すように、寄せ転造によってねじ形成を行った場合は、鋼管内面に凹凸が
発生しなかった（凹凸量Ｒｚ＝０．０μｍ）。
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【００５３】
　これは、有限要素法を用いた成形模擬解析からわかったことであるが、歩み転造では、
図９に示すように、転造中に、転造工具と接触している部位での鋼管内面での管軸方向応
力が圧縮となり、管軸方向に波形ひいては鋼管内面の凹凸を形成し易い傾向にある。一方
、寄せ転造の場合は、図１０に示すように、転造工具との接触部において、管軸方向に引
張の応力が作用していることがわかり、上記の波形の発生が抑制される傾向にあり、結果
的に鋼管内面の凹凸を軽減するか、もしくは発生を抑制する。よって、寄せ転造の適用が
望ましいと解釈される。
【００５４】
　この結果等から、寄せ転造でねじ形成を行うことによって、鋼管内面の凹凸量Ｒｚを２
００．０μｍ以下にすることができ、内面樹脂ライニング鋼管の被覆機能やＯリング機能
に特に不具合なく、ねじ転造成形を行うことができると判断された。
【００５５】
　以上は、ＪＩＳ規定の鋼管のうち、呼び径２５Ａ（外径３４ｍｍ、肉厚３．２ｍｍ）の
鋼管を基準鋼管として、ＪＩＳ規定のテーパねじを転造形成した場合であったが、その他
のＪＩＳ規定の鋼管を基準鋼管とした場合や、ＪＩＳ規定の平行ねじを転造形成した場合
でも、同様のことが言える。
【００５６】
　ここで、前述したように、ねじ部における鋼管内面の凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下
であれば、鋼管内面の樹脂ライニングが剥離せず、かつＯリングの止水機能を損なうこと
がないと判断した点について述べる。
【００５７】
　まず、「鋼管内面の樹脂ライニングが剥離しない」については、ねじ山ピッチが２．３
０９１ｍｍである呼び径２５Ａ以上を基準鋼管にして薄肉化する場合は、凹凸量Ｒｚが２
５０．０μｍ以下であればよいと判断し、ねじ山ピッチが１．８１４３ｍｍである呼び径
１５Ａ、２０Ａを基準鋼管にして薄肉化する場合は、凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下で
あればよいと判断した。
【００５８】
　ここで、凹凸量Ｒｚが上記の値（２５０μｍ以下、２００．０μｍ以下）であることの
物理的意味は、ねじ部において、ねじ形成前は凹凸のない状況から、凹凸が発生した場合
の鋼管長手方向の伸び量が３％を越えないことを意味している。このねじ部の伸び量が３
％を越えないことの意味合いとしては、テーパねじの転造成形を行うことによって発生す
る鋼管端部の縮径にともなう鋼管の伸び量が約７％であり、トータル約１０％の伸び（こ
れは上限であり、当然ながら小さいほどよい）が内面ライニング（例えば、ポリエチレン
）に作用しないことを意図するものであり、ライニング層として鋼管内面に接着したまま
剥離せずに残存する限界歪約１０％を勘案して算定したものである。
【００５９】
　一方、「Ｏリングの止水機能を損なうことがない」については、厳密には、用いるＯリ
ングの線径と、ちょうどＯリングと接触する鋼管内面位置での凹凸量に依存するため、一
概に言えないが、基本的には、Ｏリングのつぶし代の許容範囲内の凹凸量であることを意
味している。具体的には、一例として、線径２．４ｍｍのＯリングを用いた場合、ＪＩＳ
規格に基づいて算出すると、つぶし代の基準値は、０．３７ｍｍ±０．１０ｍｍであり、
Ｏリングと接触する位置における鋼管内面の凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下である必要
がある。ちなみに、鋼管内面が平らで凹凸がなければ、Ｏリングは隙間なく接触するが、
鋼管内面に凹凸があるとＯリングが鋼管内面に接触しないところが出てくる。
【００６０】
　以上のことから、ねじ部の鋼管内面の凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下であれば、鋼管
内面の樹脂ライニングが剥離せず、かつＯリングの止水機能を損なうことがないと判断し
た。
【００６１】
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　そして、上記のような検討結果に基づいて、内面樹脂ライニング薄肉鋼管として、ＪＩ
Ｓ規定の鋼管に比べて、外径が同じで、厚さが１００％未満７８％以上であり、鋼管内面
に樹脂ライニングを有し、鋼管端部に、鋼管外面にＪＩＳ規定のねじ（転造ねじ）を有す
るねじ部を備え、前記ねじ部における鋼管内面の凹凸量Ｒｚが２００．０μｍ以下である
内面樹脂ライニング薄肉鋼管を想到した。
【００６２】
　そして、その内面樹脂ライニング薄肉鋼管を製造する方法は、製造対象の薄肉鋼管の厚
さと同じ板厚の鋼板を用いて、鍛接法または電縫法によって薄肉鋼管を製造する薄肉鋼管
製造工程と、その薄肉鋼管の内面に樹脂ライニングを形成する内面樹脂ライニング工程と
、内面に樹脂ライニングを有する薄肉鋼管の鋼管端部外面に転造ねじを形成する転造ねじ
形成工程とを設け、転造ねじ形成工程において、下記の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のうちの
少なくとも１つを行うようにすればよい。
【００６３】
　（Ａ）歩み転造を用い、摩擦係数が０．０８以下（好ましくは、０．０３以上）である
潤滑剤を使用する。
【００６４】
　（Ｂ）歩み転造を用い、転造工具の回転速度を７０ｒｐｍ以下（好ましくは、４０ｒｐ
ｍ以上）にする。
【００６５】
　（Ｃ）寄せ転造を用いる。
【００６６】
　このようにすることによって、良好なねじ部（鋼管外面のねじ形状がＪＩＳ規定の形状
であり、かつ鋼管内面の凹凸量が小さい）を備えた内面樹脂ライニング薄肉鋼管を得るこ
とができる。
【００６７】
　その結果、従来の内面樹脂ライニング鋼管と比べて、鋼管の重量を低減しつつ、同等の
継手耐震強度を有することが可能となり、配管の作業性や施工性を改善することができる
。また、構造物への負荷も軽減できるので、構造物全体の耐震強度にも余裕を与えること
が可能となる。さらに、ねじ部の加工においては、中子の利用を省略することが可能とな
り、ねじ加工設備のトータルコスト削減や加工時間短縮による生産能率向上を図ることが
できる。
【００６８】
　特に、肉厚がＪＩＳ規定の鋼管の厚さの８７．５％未満７８％以上の厚さである内面樹
脂ライニング薄肉鋼管では、ねじ部の鋼管内面の凹凸が大きくなって、鋼管内面の樹脂ラ
イニングが剥離したり、Ｏリングの止水機能を損なったりしやすいが、上記のように、良
好なねじ部を形成できるようになり、軽量化による効果も大きいことから、上述した効果
が顕著に現れる。
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